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巻頭言

研究交流と議論を活発に

近藤雄二(天理大学)

多くの労働者が“疲れた"という状態をとおりこし、“疲れ切った"状態のなかで
仕事に就いている様子が誰にでも容易に想像できる社会になっている。ひと昔、過重
労働といえば、 RMRの高い重筋・肉体労働をあらわすものであったが、現在は脳血管・
心疾患の発症に結び、つ く “過ぎた疲労" (慢性疲労)をもたらす長時間・過密の労働を
指すようになっている。最近公表された2002年度労災補償状況では過労による脳・心
臓疾患で死亡したと認定を求めたものは819死亡例あり、認定件数はその2割弱である
が過去最多であり、このなかには働き過ぎによる自殺も43人含まれるという 。

働く者は、使用者の指揮、命令、監督のもとで労働を行う従属的労働関係にあるた
め、労働のための時間や場所(誰と仕事をするかという心理的環境を含め)は拘束され
ている。それ故に、働く者はその労働に内在する危険性や有害性をみずから回避する
ことが困難になる場合が多く、使用者(事業主)に労働者の安全と健康を守る責任と義
務が生じている。私たちは、この前提のもとに職場における労働衛生活動や産業保健
活動を担っている。そういう立場の私たちにとって、過労による死亡や死に至らなか
った障害の多さは、疲労が慢性疲労に至らない有効策を提案することのみならず、過
去の産業疲労研究の成果を日常的な労働安全衛生活動の業務に反映、定着させる必要
性を強く自覚させられる。

職場における負荷の質と量はその強度とその持続性が大き く変わった。その負荷に
よる負担や疲労を回復、あるいは緩和する要素、条件も働き方のなかで取り除かれる
方向にある。そうしたなかで、もたらされた結果が慢性疲労をっくりだした過重労働
だとすると、その対策に負担要因を考慮、特定した健康リスクの評価とそれにもとづ
く判定、リスクの抑制のための作業改善を含む実践力が求められている。いわゆる労
働安全衛生マネジメントとリスク・アセスメントのなかに疲労研究の成果を生かすこ
とが必要となっていると思われる。
産業疲労研究会は、これまでにも疲労の回復や過労予防へ取り組みのための研究交

流を行い、新しい疲労自覚症しらべを昨年提案し、職場改善のためのチェックリスト
研修会も定例的に行ってきた。今後もこの活動スタイルをとりながら、特に慢性疲労
の把握・評価とその有効な対策に資する議論や現場に根ざした研究交流を進めようと
している。 この4月には、研究会世話人を8名から 13名に増やした。研究交流や議論を
活発化することにつながり、健康と安全性そして快適性を考慮した労働条件を提案で
きる力につながっていくことに期待をかけている。産業疲労研究会に関心、輿味のあ
る会員諸氏にも議論への積極的な参加をおねがいします。



2002年度活動報告

第57固定例会は、第75回日本産業衛生
学会の自由集会として、国際都市、神戸
で開催された。特別講演として関西医大
の徳永力雄先生より『医師・研修医など
の疲労とその対策』についての講演が行
われた。その後、『新しい自覚症しらべ
の提案と改訂作業経過』と題して、第7
回自覚症状しらべ改訂ワークショップが
行われた。城世話人より、これまでの改
訂作業の経過報告と、新しい自覚症しら
べの最終報告が行われ、参加者全員の承
認を得た(参加者67名)。

第7回チェックリスト研修会は、秋葉
ダイカスト工業株式会社の協力のもと、
第7回産業保健人間工学会と共催で行わ
れた。本研修会は、産業保健人間工学会
第7回大会長の岸田孝弥先生の企画で実
施した(参加者74名)。

第58固定例会は、佐々木世話人と酒井
世話人代表により企画され、中央労働災
害防止協会の山本健也氏の協力を得て開
催された。午前に一般演題5題の発表が
行われ、午後には、「新しい脳・心臓疾
患に関する労災認定基準をどう考える
かJと題したシンポジウムが行われ、産
業医学総合研究所の岩崎健二世話人よ
り、「脳・心臓疾患の労災認定基準改正
(平成13年12月)の経緯とポイント」を

テーマに基調講演が行われた。これに続
いて、産業医の視点から、松下電器の山
本理江世話人、保健師の視点から、静岡
県金属工業健康保険組合の青山京子世話
人、睡眠研究の視点から、労研の佐々木
世話人、疲労研究の視点から、中央大学
の斉藤良夫先生がそれぞれコメントし、
フロアーとの活発な議論が交わされた。
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2月7日に名古屋市立大学で世話人会が
開かれ、世話人の編成について話し合わ
れた。これまで代表世話人を努めてきた
酒井一博から近藤雄二世話人に代表世話
人を引き継ぐこと、井谷 徹世話人が退
任し、新たに、世話人として荒武優、
岩崎健二、北原照代、田中雅人、武山英
麿が推薦され、今年度、山口で行われた
第60固定例研究会総会で承認された。
研究会ホームページは、随時新たな情報
と差しかえられており、 1996年12月27日
以降のアクセス件数はのべ10036であり
(2003年6月現在)、月平均150件である。

研究会の登録会員は、 2001年3月現在で2

0423話盗計報告は以下に示す通りで . 

ある。

2002年度 産業疲労研究会
会計報告.............................................. 

収入
昨年度繰越 245，807円
2002年度本部補助金 100，000円
会員登録費 218，500円
利息 54円

小計 564，361円

支出
会報印刷費 32，550円
郵送料 62，880円
文具代 4，570円
次年度繰越金 464，361円

小計 564，361円

総計
収入-支出 0円
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作業条件改善のための
調査ツールの提案

第60固定例研究会総会で、改訂版「自
覚症しらべ」、本研究会の作業条件チェ
ックリスト研修会で用いてきたチェック
リスト及び、身体疲労部位調査の3調査
票をセットにした、現場で使いやすく、
かっ職場改善に有効な調査ツールとして
提言してはどうかとの意見が出されまし
た。これを受けて、世話人会にて検討し、
「自覚症しらべ」、「作業条件チェックリ

スト J、「身体疲労部位調査票(修正版は
疲労部位しらべ)Jの3点セット調査票を
作成し、第60固定例研究会で提案しまし
た。ご参加頂いた多くの会員から貴重な
ご意見を頂き、これらの結果を踏まえて
世話人会で再協議し、今回、修正版の調
査票を作成しました。本調査票をできる
だけ多くの会員の皆様方に使っていただ
き、得られたデータをふまえて、来年、
名古屋で開かれる第77回日本産業衛生学
会自由集会(第62固定例研究会)で、さ
らに議論したいと考えています。そこで、
奇回、本12月号に調査ツールを掲載しま
した (11"-'18頁参照)。 ご使用になられた
場合、データは必ず事務局にお送り頂く
ようお願いいたします。また、使用にあ
たってご不明な点がありましたら、事務
局までお問い合わせください。

|研究会のまとめ|

第58回研究会
2002年4月10日(水)18:00"-'20:00
場所:神戸国際会議場502会議室
担当世話人:酒井一博

特別講演

『医師・研修医などの疲労とその対策』
徳永力雄(関西医大)

我が国の医師卒後研修については、昭
和43年にそれまでのインターン制度が廃
止されたことに伴い、現在の医師臨床研

修制度が努力義務として設けられた。現
行の医師臨床研修は、医師法第16条の2
の規定に基づいて医学を履修する課程を
置く大学に附属する病院又は、厚生労働
大臣が指定する臨床研修病院で行われて
いる。平成13年4月現在、医師臨床研修
を行う病院数は臨床研修病院476病院(う
ち一般病院461、病院群118群、精神病院
15)、特定機能病院等134病院である。

研修医の勤務状況をみると、月当たり
の当直宿直は3回以上で、アルバイト当
直を含めると 5回以上となる。週当たり
の日勤数はほぼ6日間であり、夜勤後そ
のまま日勤に入る現状が伺え、勤務状況
は過酷といわざるを得ない。研修医の処
遇については、労働者であるか、あるい
は教育のための研修生かの立場が唆昧な
点があり、全国研修病院の処遇をみても
多様である。 とりわけ、私立大学病院で
は、教育的側面の認識が強いためか、他
の研修機関と比較して給与や福利厚生面
での処遇は劣っており、給与面では月 10
万円に満たない大学もある。

昨今の研修医の過労死問題から、研修
医の疲労対策は関心が寄せられている
が、患者の安全という側面も忘れてはな
らない。労働者性の判断要件にあてはめ
て、現在の研修医の労働状況をみると、
必ずしも当てはまらない部分もある。 し
かし、研修医が臨床研修に専念できるよ
うにするためには、研修医に労働者性を
認める、あるいは教育的側面を優先する、
このどちらに力点をおくとしても、労働
基準法等関係法令に定める、労働者に相
当する処遇を確保していくことが重要で
ある。(文責事務局)

第59回研究会
2002年12月7日(土) 11: 00"-'17:00 
場所:中央労働災害防止協会

安全衛生総合会館 13階会議室
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担当世話人:佐々木 司、酒井一博

く一般演題>
演題:1 . 
非雇用型在宅労働者における生活時間構
造と疲労

松元俊、佐々木司(労働科学研究所)



本調査における調査対象者は、長子が8
歳までの子ども2人をもっ非雇用型在宅
女性労働者15名(平均年齢34.6+3.9歳)
とした。調査は、 lマス 15分精度の自記
式の生活時間調査、また毎日の起床後と
就寝前に「自覚症しらべJを30日間行っ
た。結果は、 1日の平均労働時間が平日
で173.9 + 199. 5分、休日では150.9+186. 

1分と大差はみられず、就寝前から起床
後を減した疲労感も同様であった。また
労働時間と疲労感の相関は示されなかっ
た。しかし労働の終了時刻が遅くなるほ
ど労働時間が長くなり、疲労感が上昇す
る傾向が示された。これらの結果から非
雇用型在宅労働の問題点として、平日と
休日の区切りが唆味で規則的な休息がと
りにくいこと、労働が深夜に行われやす
いこと、さらには深夜の労働時聞が長く
なることが示された。

演題:2. 
頚椎障害者のVDr作業改善事例と課題

榎原 毅、村田健三郎、武山英麿、
城憲秀、井谷徹
(名古屋市立大学大学院医学研究科

労働・生活・環境保健学分野)

本発表では障害者授産施設でVDr作業
に従事する頚椎障害者の事例を紹介し、
VDr作業改善の課題を報告した。対象者
のVDr操作はグリップの改善が施された
べンを使用し、肘関節伸展で中空に浮か
せた状態でキー入力を行っている。しか
し、そのような入力方法により慢性的な
腰痛症および腕の痛みが発生、長期間の
欠勤など業務に支障が生じるため演者ら
に職場改善の要望があった。電動車椅子
に合わせた作業面高の調整効果を筋電
図、パフォーマンス、作業姿勢などから
比較した結果、作業面高調整という簡易
な方法で概ね改善効果があがることが確
認でき、上肢障害者のVDr入力における
アームレストの重要性を示す結果となっ
た。また、①即時的疲労・局所違和感を
感じないため恒常的に無理な姿勢拘束が
発生すること、②身体可動域に制限があ
るため、自分自身でキーボード位置など
の調整・改善が実施できないことなど、
障害者固有の課題があげられた。
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演題:3. 
高年齢VDr作業者の疲労について

鶴原亜紀(財団法人 労働科学研究所)

社会全体の高齢化と VDr作業の普及か
ら、高年齢VDr作業者の更なる増加が予
想される。本調査では20歳から64歳のVD

T作業者168名に対する質問紙調査を行
い、高年齢VDr作業者の持つ問題点、疲
労およびその要因の抽出を試みた。回答
者は、一日のvor作業時間が4時間以上に
なるなど長時間vor作業に従事していた。
今回の調査結果では、疲労自覚症状の訴
えは50歳以上の高年齢群よりも50歳未満
の若年・中年群の方が全体として高かっ
た。しかし「近くの物が見えにくしリと
いう訴えは高年齢群の方が強かった。さ
らに、この訴えは、高年齢群ではVDr作
業が全作業時間に占める割合などに伴っ
て強くなることが示され、 vor作業によ
る疲労を反映していると考えられた。ま
た、若年・中年群では、目の疲労自覚症
状に対してはVDr作業に関連する諸要因
による重回帰分析で有意な回帰式が得ら
れたが、筋骨格系の症状、「頭痛やめま
いJiストレスやイライラ感Jについて
は有意な回帰式は得られなかった。一方、
高年齢群では、目の自覚症状に対しても
その他のものに対しても有意な回帰式が
得られた。この事から、高年齢群は疲労
の訴えは高くなくとも、その疲労はVDr

作業に伴う要因に関係すると考えられ
た。高年齢群では目の疲労自覚症状だけ
ではなくその他の自覚症状に対しても、
画面への光の反射、文字の見づらさ・サ
イズ、表示のちらつきなどの表示や画面
の不適切さが関係する事が示された。そ
の他、高年齢VDr作業者の持つ問題とし
て、高年齢群は文字の小ささや技術的な
困難をより感じている事が明らかとなっ
た。上記の調査結果から、高年齢VDr作
業者の疲労を予防・軽減する為に、文字
サイズ等の表示や画面の改善、教育・サ
ポート体制の整備が重要と考えられた。
(註 本調査は中央労働災害防止協会が

厚生労働省より受託した「高年齢労働者
の健康管理面に配慮、したVDr作業に関す
る調査研究Jの一部として行われた。)
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演題:4. 
WISE改善に対する企業主の主観的評価

村田健三郎、高西敏正、井上辰樹、
榎原毅、武山英麿、城憲秀、井谷徹
(名古屋市立大学大学院医学研究科

労働・生活・環境保健学分野)

フィリピン国内の企業を対象に実施し
た質問紙調査および労働生理学的調査か
らWISE活動について評価した。事業主お
よび労働者が積極的に改善活動に関与す
る程、より多くの改善が行われ、事業主
の満足度も高かった。WISE活動の効果に
対する事業主の満足度は、事業主と労働
者の参加状況に関係なく高かった。また、
生産性の改善効果では、事業主と労働者
の改善活動への関与が強くなる程、事業
主の満足度は高くなっていた。改善活動
の継続のためには、事業主や労働者の理
解や参加が重要と考えていた。客観的評
価によっても、ほとんどのWISE活動によ
る改善が労働負担の軽減や生産性の向上
に寄与していることが認められた。なお、
労働条件の改善が労働負担あるいは生産
性に寄与していない事例では、その改善
策が現場で利用されていなかった。 この
ことは、改善策実施後の現場の反応を検
討することにより、改善後の効果をある
程度把握し得ることを示している。フィ
リピンにおけるWISE活動は、 WISEの理念
が理解され実行されており、多くの成果
を得ていると考えられた。

演題:5. 
グループワークをもとにしたチェックリ
スト演習ーアルミダイカスト工場におけ
る合同体験-

岸田孝弥(高崎経済大学)
小木和孝 酒井一博(労働科学研究所)
武山英麿(名古屋市大)

高崎市内の工業団地にあるアルミダイ
カスト工場において、グループワークを
もとにしたチェックリスト演習を行っ
た。演習に用いたチェックリストは、 2
2項目からなる作業条件チェックリスト
で、資材の保管と運搬6項目、ワークス
テーション8項目、チーム作業環境8項目
となっている。この他に、このダイカス
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ト工場用に3項目を追加して実施した。
演習は 1班8'"'-'9名で、 8班合計 6 6名

の参加者を得て実施した。チェックリス
トを用いて改善をする職場としては、ア
ルミおよび亜鉛ダイカスト職場および検
査職場であった。

8つのグ、ループから提案された、代表
的な改善すべき点3つをあげると、『①騒
音対策としての耳栓の使用とその徹底、
②ダイカスト職場での換気の必要性、③
製品整理用の棚の設置』、良い点として
あげられた代表的なもの3つは、『①作業
面高とラパーマットによる調節、②検査
台での木のストッパーの設置、③通路と
作業場所がはっきりと線で区分されてい
る。Jであった。

シンポジウム
ァーマ
新しい「脳・心臓疾患に関する労災認定
基準Jをどう考えるか

司会 酒井一博(労働科学研究所)

基調講演

脳・心臓疾患の労災認定基準改正(平成
13年12月)の経緯とポイント

岩崎健二(産業医学総合研究所)

平成12年7月に、最高裁判所は、支庖
長付き自動車運転手及び大型観光パス運
転手の脳・心臓疾患の業務上外事件にお
いて、不支給とした原処分を否定する2
件の判決を下した。 これらの判決は、相
当長期間にわたる過重な業務を脳・心臓
疾患発症の原因として認めている等、平
成7年2月及び平成8年1月に改正された脳
.心臓疾患の認定基準を超えた考え方を
示していたため、厚生労働省は、平成12
年 11月から「脳・心臓疾患の認定基準に
関する専門検討会」を発足させ、平成13
年11月にその検討結果が取りまとめられ
た。この検討結果を踏まえて、厚生労働
省は、平成13年12月12日付けで脳・心臓
疾患の認定基準を改正した。

新認定基準(平成13年12月)の主な改
正点は、(1 )認定要件に「長期間の過
重業務Jを追加し、その評価期間をおお



むね6ヶ月としたこと、(2) 長期間の過
重業務の負荷要因としては労働時間が最
重要とし、労働時間評価の目安を示した
こと、(3 )業務の過重性を評価するた
めの具体的負荷要因(労働時間、交替制
・深夜勤務、精神的緊張を伴う業務等の
7項目)を示したこと、 (4)過重負荷評
価の対象労働者について、「基礎疾患を
有していたとしても日常業務を支障なく
遂行できる者Jという表現を加えること
により、過重負荷評価の対象労働者を明
確化したこと、である。

認定基準改正に引き続いて平成14年2
月に、厚生労働省は、“過労死"予防対
策として「過重労働による健康障害防止
のための総合対策」を策定している。こ
の総合対策では、“過労死"を予防する
ために、時間外労働の削減や健康管理対
策の強化など、事業者が講ずべき措置を
定め、その周知徹底を図ることにしてい
る。

これら認定基準・総合対策には、随所
に「疲労の蓄積」という用語が、“長期
間の過重負荷と血管病変等の著しい増悪
とを結びつける仮想的な心身の状態"と
いう意味で使われている。この「疲労の
蓄積」が質問紙等で評価できるものなの
か、「疲労の蓄積Jの評価は“過労死"
予防対策の 1っとして効果的であるか等
については、産業疲労研究会でも、十分
議論を重ねる必要があると考える。

産業医の視点から

山本理江
(松下電器産業(株)半導体社プロセス

開発センター健康管理室)

産業医としてこの基準をどのようにし
てl次、 2次予防に取り入れるか考えなく
てはならないと思っている。①業務の過
重性②長時間の疲労の蓄積③リスクフア
クター、の3点が産業医活動の対象とな
りそうだ。労働時間に関しては 36協定
の内容を知る事、労働時間把握方法を確
認・指導する事、労働時間を把握=今助言
指導・面談・健診を実施すること、労使
と共に労働時間短縮の取り組むこと等が
必要と考えられる。このとき時短必要性
の医学的根拠説明や疲労に関する専門的
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意見が産業医に求められるだろう。時間
外労働時間の取扱いについては癌マーカ
ーと閉じように考えている。この数値が
基準値より高ければ身体のどこかに過労
死という癌が潜んでいる可能性があると
して精密検査を行うべきだ。癌であれば
血液検査や画像診断を行うが、職域では
従業員・職場との面談や疲労やストレス
調査等がそれに相当するだろう。急性疲
労の評価を行うには「自覚症しらベj が
使える。残念ながら慢性疲労の評価に使
えるものは現在見当たらない。これらの
結果をアセスメントして問題点を明確に
し、労使への改善必要性説明・改善プラ
ンの提案・改善への協力を行っていく。
労働時間を評価するときは、その数値が
実際の労働時間を正確に示しているか確
認するのは当然として、基準値のもつ意
味を十分に理解しなくてはならないと思
う。今回の基準値は疲労を蓄積させない
ために必要な睡眠時聞から逆算して決ま
っているようだ。平均的国民の平均的通
勤時間 (1時間)における平均的睡眠必
要量をもとに決まったことから考える
と、通勤時間の長い従業員は労働時間だ
けでは健康障害のリスクを評価できな
い。今回の基準とそれに続く総合対策は、
産業医の業務負担を質・量ともに大きく
するものであったが、これまで関与しに
くかった労務管理に積極的に関わる法的
な後ろ盾を得て、産業医の専門性が今ま
で以上に要求されているのを感じてい
る。

保健師の立場から

青山京子
(静岡県金属工業健康保険組合)

今回の「脳・心臓疾患に関する労災認
定基準Jに関連して保健師活動を通じ、
中小規模事業場での実態と産業疲労研究
会の今後の課題を考えてみた。

ほとんどの中小規模事業場では、健診
結果が労働衛生管理に生かされることな
く、過重労働が原因ではないかと考えら
れる事例であっても、本人、家族、事業
場は過重労働による健康障害として関連
づけて認識していることはない。また、
健康保険組合の保健師の活動は労働者を

• 

• 



• 

• 

対象にしながら、労働衛生行政とは一線
を隔し、生活習慣病の予防のための個人
の生活習慣改善を中心とした内容の指導
をおこなっていて過重労働による健康障
害としての脳・心臓疾患(血管イベント)
を視野に入れての個人指導や事業場への
働きかけをしていることは見られない。
脳・心臓疾患のリスクファクターや成り
立ちを個人の生活習慣のみに片寄らない
ようバランスのよい知識の普及がなされ
るべきではないだろうか。労働者が脳・
心臓疾患を単に栄養・運動・喫煙・飲酒
等による生活習慣病として、個人の意思
や自覚で予防し改善が可能と考えること
によって、これらの疾病が必ずしも防止
できるわけではないことを保健職は伝え
る必要がある。また、労働のみならず私
生活での過重な負荷となりえる介護、不
適切な休養や運動なども含め、血管イベ
ントを予防していくための適切な知識を
提供し、教育していくべきであろう 。
つまり、血管イベントや慢性蓄積疲労が
どのような状況によって発生するのかと
いう知識の普及と各個人が個人の意思や
自覚による生活改善とともに、それを可
能にする労働条件を含めた環境条件をも
整えていくことに関与する主体性を持つ
ように、働きかける活動が求められてい
るのではないだろうか。このようなこと
から、疲労とストレスの違いとその関係
や産業疲労研究の知見を今までよりも積
極的に現場に提供していくこと、産業保
健・職域保健の関係者に対して産業疲
労、慢性蓄積疲労についての知識と対策
の重要性の認識を促すことが必要であろ
っ。

睡眠研究の立場から

佐々木 司 (労働科学研究所)

最近の睡眠研究のトピックスは、厚生労
働省の研究班が出した「睡眠障害対処の
12の指針Jに集約されると言えましょう。
具体的には、これまでの睡眠研究は、
'病人'を対象として、睡眠内の現象のみ
から「適切な」睡眠像を描くことが主流
でしたが、この指針では、健常者を対象
にして、睡眠を日中の眠気との関係から
評価しようとしていることです。 とりわ

-7 -

け指針の第一番目、「睡眠時間は人それ
ぞれ日中の眠気で困らなければ十分j と
いう文言は、これまで私たちは7""""8時間
がよい睡眠時間だと思っていたわけです
から、かなり衝撃的な内容であるといえ
ます。

さて産業疲労研究においても睡眠はト
ピックスと言えます。というのも労働者
の疲労の性質が急性疲労から慢性疲労に
移行している昨今では、疲労の回復過程
の研究が求められているからです。その
ようなことを背景に、私は健常若年者に
おける徐波睡眠比率が 15-20%、レム睡
眠比率が20-25%であることから、この

M徐波睡眠率くレム睡眠率H をが徐波睡

眠?レム睡眠バランス'として「正常な」
睡眠評価の基準と考えてきました。 日中
の眠気の変化には、 4時間睡眠と 5時間睡
眠の聞に大きな差が示されていること
や、 5時間睡眠への睡眠短縮実験では8時
間睡眠では「正常JであったN徐波睡眠ー
レム睡眠バランス H が短縮1日目から崩れ
る様子が報告されていますので、私はこ
の指標には期待を持っているところで
す。
そのような中、新しい脳・心臓疾患に関
する労災認定基準の報告書は、睡眠時聞
が1日5時間をきると、脳・心臓疾患と有
意な相闘があると述べています。 しかし
残念なことに現在の睡眠研究は、睡眠の
みの研究から、日中の覚醒状態を含めて
総合的に捉えることに漸く辿り着いた段
階ですので、睡眠研究から今回の脳・心
臓疾患の労災認定基準を適切に評価する
のは難しいというのが私の考えです。
ただ現在、睡眠時無呼吸症候群 (SAS)
を巡って、循環器、呼吸器などの専門家
が睡眠に関心をよせていますので、今後、
多様な診療領域にまたがる共同研究が行
われ、総合的に「よい睡眠J像が構築さ
れ、この課題に説得力を持つ知見も増え
て行くことは大いに期待できましょう。

疲労研究の視点から

斉藤良夫(中央大学)

労働者の疲労研究からみた今回の労災
認定基準の特徴は、前固までの認定基準
には一度も現れなかった“疲労"の言葉



が、“疲労の蓄積"という用語で始めて
登場したことである。ただし、“過重負
荷"という言葉も頻繁に使われているの
で、今回の認定基準では、従来の認定基
準と同様に、負荷という人間の外的要因
が過多かどうかによって労働災害を決定
する「負荷主義」の考え方が基本にある
ことは確かである。今回の労災認定基準
で“疲労の蓄積"の言葉が使用された意
義と問題点を指摘したい。意義について
は、労災認定の根拠として「疲労の蓄積
による血管病変などの著しい増悪j が取
り上げられて、“疲労の蓄積"という言
葉がきわめて重要な役割を与えられてい
ることである。しかし、その反面、認定
基準およびそれに関連する諸資料では、
「疲労の蓄積Jのようにカッコがついた
り、この言葉の前に"一般に"という言
葉がつけられていることから明らかなよ
うに、この言葉が学術的用語としてはま
だ市民権をもっていない言葉であること
が容認されて使用されている。このこと
は問題点として指摘できょう。この“疲
労の蓄積"という言葉は、疲労研究の領
域では、長期間ないしは長時間の労働な
どの生活活動を続ける過程で、その当事
者にとって、また社会的にも、健康、生
活、安全などの面で望ましくない結果が
出てくるか、または、その種の結果が出
てくる可能性が高いときに、そのときの
心身状態を評価する言葉として使われる
のである。今回の認定基準と関連して、
今後の労働者の疲労研究について、とく
に強調すべきことは、長期間にわたる労
働者の疲労、つまり労働者の慢性疲労に
ついての研究方法を早急に構築しなけれ
ばならないことである。そして、その構
築に関連して、次の3点を指摘したい
第1点は、これまでの短期間での疲労研
究では、負荷ー負担-疲労の関連を明らか
にする方法で行われてきた。これは“刺
激としての負荷"一“反応としての疲労
"という疲労の「反応的アプローチJで
研究が行われていたということができょ
う。しかし、長期間にわたる慢性疲労の
研究では、疲労することが健康や生活の
面にどのような影響をもたらすかとい
う、疲労を原図的にとらえる疲労の「刺
激的アプローチJという新しい方法が必
要になってくることである。第2点は、
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それと関連して、健康、生活、安全など
の疲労の判定基準との関連が、労働者の
慢性疲労研究ではより重視されることで
ある。そして第3点としては、労働者の
勤務や作業との関連であらわれる、彼ら
の慢性的な疲れの症状の特徴を明確に把
握することがとくに重要であることであ
る。

作業条件チェックリスト
研修会

第7回研修会

2002年10月18日(木) 12:00--19:00 
(株)秋葉ダイカスト工業株式会社

担当:岸田孝弥

第7回チェックリスト研修会は、秋葉
ダイカスト工業株式会社のご協力のも
と、第7回産業保健人間工学会と共催で
行われました。本研修会の企画は、産業
保健人間工学会第7回大会長で産業疲労
研究会会員でもあります岸田孝弥先生に
全面的にお願いし、 74名というこれまで
にない多くの参加者を集め実施されまし
た。チェックリストによる職場巡視の前
に労働科学研究所の小木和孝先生からチ
ェックリストの意義、使用方法、などに
ついてわかりやすく説明して頂き、改善
事例の写真、現場のビデオをみながら追
加項目の検討を行いました。研修会では、
これまで産業疲労研究会が使用してきた
22項目のチェックリストを用いました
が、資料として、 ILOから出された人間
工学チェックリストとダイカスト用に作
成されたチェックリストが配布され、追
加項目の参考に使われました。対象職場
では、作業折りたたみ式作業台や足台の
設置など、多くの改善工夫がなされてい
た。職場巡視後、グ、ループデ、イスカッシ
ョン、発表が行われ、いくつかの改善点
が報告されました。グ、ループ発表では、
発表の仕方、内容のユニーク性など、岸
田大会長と酒井世話人代表による審査が
行われ、参加者のモチベーションを高め
ました。全体討議後、秋葉ダイカスト担

• 

• 



• 

• 

当者からコメントをいただき、和やかな
雰囲気で研修会は終了しました。その後、
高崎ビューホテルにて『チェックリスト
研修会の結果を踏まえて』と題しワーク
ショップが企画されました。コーディネ
ーターとして労働科学研究所の酒井一博
先生(産業疲労研究会世話人代表)と麻
布大学の中明賢二先生にお願いし、両先
生からコメントをいただきました。また、
今回用いたチェックリストについてや、
職場改善にむけたチェックリストの意義
や今後のあり方など活発な意見が交わさ
れました。 さらに、改訂された「自覚症
しらべ」の概要と、秋葉ダイカスト工業
のご協力で行った自覚症しらべの結果報
告も行われました。今回の研修会は、産
業保健人間工学会との共催ということも
あってか、これまでの研修会と比べて、
大学等の研究者の参加が多かったことが
特徴的でしたが、研修会でのグ、ループ発
表でも具体的な改善案が、提示されるな
どこれまでと一味ことなる研修会であり
ました。

荒武優
(医療法人社団こうかん会

鶴見保健センター)

はじめまして。医療法人社団こうかん
会鶴見保健センターの荒武と申します。
現在、横浜にあるJFEエンジニアリング
(株)鶴見事業所等で産業医活動を行っ

ています。一昨年、改訂「自覚症しらべJ
を用いて、交替勤務作業者の疲労調査を
させていただいたのをきっかけに、疲労
研究に関わらせていただくことになりま
した。最近は、メンタルヘルス活動に足
を突っ込んでいますが、疲労とストレス
との関係、は深いことが考えられますの
で、この研究会で学んだことを今後のメ
ンタルヘルス活動にも活かしたいと考え
ます。「自覚症しらべj のみならず、「疲
労部位しらべJ、「職場改善チェックリス
トJ等は現場の把握、改善に非常に役立
つツールであることを実感しています
が、「新3点セット」が実際の現場でより

広く活用されるよう、微力ながらお手伝
いさせていただく所存です。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

岩崎健二
(産業医学総合研究所)

長引く不況、人事労務管理制度の変化、
労働力人口の高齢化等の要因を背景にし
て、労働者の心身の負担の増大が大きな
問題となっている。こうした状況の中で、
脳・心臓疾患の新認定基準や過重労働に
関する総合対策が出されたが、その中で
「疲労の蓄積の考え方Jを説明し、「疲

労の蓄積j を過労死の認定や予防を考え
る上でのキーワードのように取扱ったこ
とから、産業保健分野での「疲労の蓄積J
への関心が少しずつ高まりつつあると感
じている。私自身は、疲労蓄積チェック
リストの作成を担当することになり、検
討する中で、次第に「疲労の蓄積」とい
う考え方を労働者の健康障害予防に活用
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できる可能性に期待するようになった。
疲労は、昔から、仕事(活動)の心身へ
の影響を理解する概念として、疲労・過
労・疲労回復といった用語の形で、活用
されて続けている。 しかしながら、現在
は、産業保健活動の中で、「疲労の蓄積j

は、頻繁に活用されている状況とは言い
がたい。今後、「疲労の蓄積Jを測定可
能なものに巧妙に定義し、疾病発症等と
の関連を確立していくことで、実用的な
概念にすることができないか、可能性を
検討していきたいと考えている。経験豊
富な産業疲労研究会の皆さんの活発なご
助言とご議論を期待している。

北原照代
(滋賀医科大学予防医学講座)

新たに世話人をお引き受けすることに
なりました、滋賀医大予防医学の北原で
す。若輩者ですがよろしくお願いします。
これまで、労働衛生の中でも、主に作業
関連性筋骨格系障害に関する仕事をして
きたことから、現在の関心はやはり筋疲
労です。が、頚肩腕障害の発症機序につ
いて中枢神経系の関与が示唆され、 1998
年に欧米での先端研究を勉強する機会を



得てからは、モーター・ユニットレベル
での筋活動と、それに対する中枢神経系
の関与についてもう少し踏み込んで実験
的研究をしてみたいという思いがありま
す。一方で、自覚症状調査に代表される
ような質問紙による疲労の把握は、特に
現場の作業を実際に見学した上で実施す
ることにより重要な情報が得られ、疲労
研究では欠かせない手段です。現在疲労
研究会で進められている「作業条件改善
のための調査ツールの提言Jについて一
緒に勉強させていただき、今後の研究に
生かしていきたく，思っています。

田中雅人
(トヨタ自動車九州株式会社

総務部安全衛生室)

現在、九州地方会に所属し、自動車製
造業事業所の専属産業医として活動して
います。作業負担と疲労や健康障害につ
いての問題は、産業衛生のなかでも関心
のある領域で、産業医大人間工学研究室
のNASA-TLXについてのフィールド調査へ
の協力や、福岡産業保健推進センターに
おける「作業管理チェックリスト J作成
に参加してきました。実務上の活動とし
ては、 OSHAの人間工学的予防基準案に含
まれていたリスクアセスメントの導入を
所属事業所にて試みています。筋骨格系
障害にかかわる問題は、欧米の影響を受
けて、労働損失にかかわる経営上の課題
としてとらえるようになってきているに
もかかわらず、研究活動としてリソース
の不足を感じています。産業疲労研究会
には、日本産業衛生学会に加入した当初
から入会していましたが、あまり熱心な
会員ではなかったため、これを機に会員
の諸先生方のご指導をいただきながら研
績を深めていきたいと思っております。

山本理江
(松下電器半導体社事業本部

プロセス開発センター)

産業医になって 5年間が過ぎ、そろそ
ろ「プロとしての覚悟をJと感じていた
矢先、産業疲労研究会から新世話人のお
話をいただきました。産業医になってま

もない頃に「疲労Jについての疑問を抱
えて、ある意味救いを求めて飛び込んだ
研究会の世話人にしていただけるなん
て!未熟な私には大きすぎる役だとは知
りながら、感激のあまりお受けしてしま
いました。最近は、激動する環境や経済
の影響で産業医の実務も急増傾向にあり
ます。そのなかで今、力をいれて取り組
んでいるのが「職業性ストレス簡易調査J
全従業員実施後の対策です。部門ごとに
問題点を抽出して職場環境改善のための
プランを作成していく予定です。会社の
経営と個人の健康の狭間に立つ管理監督
者にどのような提案をしていけるか、こ
の5年間の産業医業務の集大成としてチ
ャレンジしています。そのなかで、「心
身の疲労Jは重要な鍵であり、研究会の
活動は私を支える知識であり自信である
と感じています。未熟な私ですが、今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。

武山英麿
(名古屋市立大大学院

労働・生活・環境保健学)

昨年4月より、事務局を担当させて頂
いております武山と申します。この伝統
ある産業疲労研究会の事務局を仰せっか
つて、私には少し荷が重い感がありまし
たが、皆様方のご支援を賜りながら何と
か1年間努めてこられました。この度、
世話人として加えさせて頂き、さらに身
が引き締まる思いです。今後は、事務局
兼任で、微力ながら研究会の発展に少し
でも貢献できるよう、がんばっていきた
いと思います。私の事務局としての初の
大きな仕事は、職場改善のための3点セ
ット調査ツールの作成かもしれません。
前回の自由集会ワークショップで、先生
方から、多くの貴重なご意見をいただき、
現在、修正して、世話人会で検討に取り
かかるところです。使いやすく、職場改
善に有効な調査ツールとなるよう、これ
からも多くの方のご協力を得ながら、進
めていきたいと，思っております。今後と
も、よろしくお願い致します。
会員の皆様方で、何か、ご意見ご要望

などございましたら、何なりと私、武山
までご連絡ください。
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作業条件改善のための調査ツールの提言

日本産業衛生学会産業疲労研究会

職場で効果的な作業条件改善を実践するには、現場に携わる産業保健スタッフや労働者の自主的で、

かっ各職場の特徴を生かした作業改善への取り組みが必要です。とりわけ、個々の事業場が状況に応

じて、産業保健の基本方針を立て、組織を編成、計画を立案し、適切なリスク評価(アセスメント)

を行い、継続展開していくことが重要です。今回、職場で産業疲労に関する作業条件改善を実践する

ためのツールとして、「作業条件チェックリストJ、「自覚症しらべJ、「疲労部位しらべ」の 3調査票

からなる快適職場づくりのためのパッケージ調査票を作成しました。

以下に、リスクアセスメントの流れに沿って、本調査パッケージの使用例を示しました。

リスクアセスメントに沿った本調査票の使用法の例

リスク 2)評価

改善策の評価

注)

-グ、ループ討議などを通して、職場の状況と危害要因を把握する。

このとき、職場を各作業セクションに区分すると実施しやすい。

-改善策を検討する上で、リス クの評価が重要である。リスク評価

は、職場の状況、危害要因の洗い出した結果をもとに行う。

・「作業条件チェ ックリストj を利用した職場点検、グ、ループ討議

を通して、対象職場のリスクを発見し、優先性を考慮、した改善策

を明らかにする。「自覚症しらべj、「疲労部位しらべ」によって、

リスクの客観的評価ができる。

-チェ ックリスト活動後のグ、ループ討議、全体討議で改善策を検

討するとき、あらかじめ調査された「自覚症しらべJ、「疲労部

位しらべ」の結果があると非常に参考になる。

行った改善策が効果的であった否かを「自覚症しらベ」、「疲労部

位しらべ」を利用して客観的に評価する。

これらの結果を踏まえて、再度「作業条件チェックリストJを使っ

た職場点検をおこない、グループ討議を通して、より効果的な改善

策を検討する。

1)危害要因(ハザード)は労働者の健康を障害する可能性がある全てを指します。したがって、作

業時間、作業方法、精神的負荷、気温、照度などでも労働者の健康に影響を及ぼす可能性があれ

ば危害要因となります。

2)リスクとは労働者が危害要因に暴露した場合に、生じる健康障害の可能性と重大性を総合した指

標です。
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作業条件チェックリスト

作業条件チェックリストの概要
1)作業条件チェックリストの特徴は以下の通りである。

・チェックリストで点検することにより改善を要する点に気づくとともに、改善のためのヒントを得ること
ができる。

-優先して改善すべき点を明確にすることができる。
・作業条件点検の着目点や改善の考え方を理解することができる。
・職場を多面的ににみることにより、チェックリスト使用者が、作業条件に関心をもつことができる。

2)本チェックリストは、問題点の点検や点数化などのよる職場のランク付けが目的ではない。
3)作業条件を抜けなく、網羅的に点検することが目的ではなく、重要なポイントを中心に点検し、改善のため

の動機づけすることが目的である。

チェックリスト使用上の基本事項
1)チェックリストはできる限り、当該職場の管理者、作業者を含んだグループで実施する。
2)チェ ック リストによる点検を産業保健スタッフや安全衛生委員会などのみで行う場合には、点検終了後、職場

の責任者や作業者と意見交換する。
3)問題点の発見以上に、その場ですでに実施されている「良い工夫」や改善事例の発見に努める。「良い工夫J
や改善事例については、現場の努力を賞賛するとともに他の箇所への応用を検討するように勧める。

チェックリストの使用法

①小グループの編成

i 
5'"'-'8名の小グ、ループを編成する。

• 
②当該事業所の概要

について把握
作業方法、作業と休憩時間、労働時間、人員構成、作業条件、作業者の健康状態、
作業能率、生産性など問題となっている点について当該事業所の責任者に聞く 。

③点検作業場の決定

④対象職場の巡視

J 
⑤追加項目の検討

⑤職場点検の実施

⑧全体討議

チェックリストの記入法

事業所が大きい場合や作業内容が多様な場合には作業セクションに区分して点検
する。

巡視前にチェックリストにざっと目を通し、点検項目を頭に入れて巡視する。
ただし、この時点では記入は行わない。

対象職場でチェック項目を追加する必要がある場合には グループで討議しチ.
ック項目を追加する。

各個人ごとに点検を行う。

1)各グ、ループ内で、討議の進行役、結果の記録・発表役を決める。
2)各自の点検結果および判断根拠を報告し、意見交換する。
3)気がついた「良い工夫Jや改善事例はすべて報告する。
4)報告された「良い工夫」や改善事例を優先順位、実行可能性を考慮、してそれ

ぞれ 3つ挙げる.

各グ、ループで、発表しあい、全体討議を行って、具体的なアクションプランを立
てる。

1)項目ごとに「いいえ」か「はい」に J 印をつけます。
2)必要がないなら、「いいえ」に J 印をつけます。 その対策を新たにとるべきだと考えるなら、「はい」に
ゾ印をつけます。

3) r備考j欄にすでに現場にある良好事例や、あなたの提案を簡単に書き留めておきます。
4)重要度と実行可能性を考慮して優先性の高いと恩われる項目には「優先j のところに J 印をつけます。
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作業条件チェックリスト
(日本産業衛生学会産業疲労研究会選定)

チェック者チェック場所日月年チェック日

備考欄

ワークステーション

7.作業を行う手の高さがほぼ肘の高さになるように
作業面の高さを変えるか、足台・作業対象物スタ
ンドを用います。

資材の保管と軍樫

1 .通路と作業場所をはっきり区分し、仕切りやマー
クですぐにわかるようにします。

この対策を提案しますか?
( )し、いえ ( )はい

〕優先
この対策を提案しますか?

( )いいえ ( )はい
〕優先

備考
備考

8. 頻繁に使う材料や工具を小容器に入れて手の届き
やすい範囲内におきます。

2.材料、書類などの保管用に仕分けしやすい多段棚
やラ ックをそなえ、必要に応じて小箱やパレット
を用います。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい

• 
〕優先〕優先

備考備考

9.材料・半製品などを固定する治具や固定具、工具
品の吊り下げ装置を用います。

3.作業に必要な工具類の安全な置き場を統一して、
分かりやすい標識をつけます。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい 〕優先〕優先

備考備考

1 o.単調な反復作業、負担の大きい作業の連続を避
けて他の作業と組み合わせます。

4.材料、製品や工具を運ぶために台車、車っきラ ッ
クを使います。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい• 〕優先〕優先

備考備考

1 1 .座面の高さが適切か調節可能で、(両足を平らに
して床を踏める)、よい座面と背もたれのつい
た椅子を提供します。

5.手扱いが必要な重量物・容器に持ちやすい取っ手
をつけます。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい

〕優先
この対策を提案しますか?

( )いいえ ( )はい
〕優先

備考
備考

1 2.間違いを避けるために、容易に理解できる標識
をつけ、色を使用します。

6.重い資材の上げ下げ、移動にリフターやリフト装
置つきの台車を使用します。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい

〕優先
この対策を提案しますか?

( )いいえ ( )はい
〕優先

備考
備考
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1 3. 作業者が座位と立位を交互にとりながら作業を
行えるようにします。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい ( )優先

備考

1 4. 追われ作業を避けて仕事の区切りが作業者ごと
につくように、出来上がり分の緩衝ストック場
所を設けます。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい [ )優先

備考

チーム作業環境

1 5. グレアのない採光方向にします。

この対策を提案しますか?
[ )いいえ ( )はい [ )優先

備考

1 6. 作業中・移動中にふれるおそれのある動力伝達
部や危険箇所を囲っておきます。

1 9. 機器の安全な配線接続を行うため適当な配線装
置を用います。

この対策を提案しますか?
( )いいえ ( )はい ( )優先

備考

2 O.快適でゆっくりとくつろげるリフレッシュに適
した休憩場所をそなえます。

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ )優先

備考

21.反復作業や負担の大きい作業では、通常休憩以
外に、作業中に自然休息や小休憩がとれるよう

にします。 e
この対策を提案しますか?

[ )いいえ ( )はい ( J優先

備考

上以つ2

先

に

優

と

〕

室

〔

業危

「

、

，a
T

1

'

υ

v

 

な

は

会
』
。
ヮ
・

1
J

大

す

か

た

ま

す

〔

ま

け

ま

、設

し

に

を

案

え

と

口

提

い

ご

常

を

い

階

非

策

〕

各

の

対
の
〔

2

こ

。ι

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ )はい[ J優先 備考

備考

1 7.衝立や囲いなどを利用して輔射熱や有害光線を
遮断します。

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ )はい ( )優先

備考

1 8. 有害物の発生源を完全に隔離するか、換気扇や
可動式局所換気ダクトを利用して有害物への暴
露を少なくします。

この対策を提案しますか?
( )いいえ [ )はい ( )優先

備考

23.精密作業や中高年向けに局所照明を用意します。

この対策を提案しますか?

[ )いいえ ( )はい [ )優先 司，

備考

24. 清潔な給水装置を入手しやすい場所に配置しま
す。

この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ Jはい [ J優先

備考

-14 -



対象職場でチェック項目を追加する必要がある場合に
は、グループ討議して以下にチェック項目を追加して
ください。

25. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

26. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

. 備考

27. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ )優先

備考

28. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

• 備考

29. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

3 O. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考
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自覚症しらベ

自覚症しらべの特徴と使用方法

1 )本調査票は、作業に伴う疲労状況の経時的変化をとらえることを目的としています。

したがって、調査は作業の進行に伴って繰り返し行ってください。調査時点は、原

則として 1時間間隔で行うこととし、最小限の測定点として、作業開始時、昼休み

などの大休憩の前と、大休憩後、定時の終了時、残業があるときは超過勤務終了時

に実施することとします。

2) 作業中や作業終了時の測定では、それまでの作業状況・内容を把握し、調査票デー

タとリンクしてください。

3) 本調査票は 5つの群別に評価できますが、群別比較の前に、各設問項目おのおのを

観察し、評価しておいてください。その後、以下の 5つの群別に合計スコア(また

はそれを 5で除した平均値)を求め、群別に疲労状況を評価してください。

I群 ねむけ感: 10.あくびがでる、 13.ねむい、 14.やる気がとぼしい、

17.全身がだるい、 21.横になりたい、

E群 不安定感: 5.おちつかない気分だ、 2.いらいらする、 15.不安な感じがする、

18.ゅううつな気分だ、 20.考えがまとまりにくい

皿群 不快感: 6.頭がし、たい、1.頭がおもい、 4.気分がわるい、

9.頭がぼんやりする、 12.めまいがする

N群 だるさ感: 19.腕がだるい、 23.腰がいたい、 11.手や指がいたい、

25.足がだるい、 8.肩がこる

V群 ぼやけ感: 24.目がしょぼつく、 22.目がつかれる、 7.目がいたい、

3.目がかわく、 16.ものがぼやける
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自覚症しらベ
(日本産業衛生学会産業疲労研究会選定)

氏 名 (男・女 歳)

記入日・時刻 月 日 午前・午後一一一一時一一一一分記入

いまのあなたの状態についてお聞きします。 つぎのようなことについて、どの程度あてはまります

か。すべての項目について、 1 rまったくあてはまらなしリ"-5 r非常によくあてはまる」までの5
段階のうち、あてはまる番号1つにOをつけてください。

ま
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てた
はく
ま
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な
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ず
か
にあ

て
は
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る

』
し
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て
は
ま
る
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な
り
あ
て
は
ま
る

非
常
に
よ
く

あ
て
は
ま
る

す

• 1 頭がおもい I 1 2 3 4 5 

2 いらいらする I 1 2 3 4 5 

3 目がかわく I 1 2 34  5 

4 気分がわるい I 1 2 3 4 5 

5 おちつかない気分だ I 1 2 3 4 5 

6 頭がいたい I 1 2 3 4 5 

7 目がし、Tこし、 I 1 2 3 4 5 
一一一一一一年』一一一一一一一
8 肩がこる I 1 2 3 4 5 

9 頭がぼんやりする I 1 2 3 4 5 

110あくびがでる I 1 2 3 4 5 

11手や指がいたい I 1 2 3 4 5 

12めまいがする I 1 2 3 4 5 

13ねむい I 1 2 3 4 5 

14やる気がとぼしい I 1 2 3 4 5 

• 川5不安な感じがする I 1 2 3 4 5 
一一一一“民一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一司町一一白田町一“一
川6ものがぼやける I 1 2 3 4 5 

17全身がだるい I 1 2 3 4 5 

18ゅううつな気分だ I 1 2 3 4 5 

r1~型開L … 一十十十卜一1一一…一 ιL一一J一j21L一一一……一j 一一一
2初0考えがまとまりにくい I 1 2 34  5 

2引1横になりたい I 1 2 3 4 5 

22目がつかれる I 1 2 3 4 5 

2幻3腰がいたい I 1 2 3 4 5 

24 目カがtしよ!ぽまつく I 1 2 3 4 5 

2釘5足がだるい I 1 2 34  5 
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疲労部位しらベ
(日本産業疲労研究会産業疲労研究会選定)

氏 名 (男 ・女 歳)

記入日 ・時刻 月 日 午前 ・午後 時 分記入

現在、あなたの身体各部位で痛みやだるさをどの程度感じていますか ?各部位名横の当てはまる番号

にOをつけてくださいとi

1JrJ 左上腕 。 ③ 3 

右膝 ・下腿 ③ 2 3 

o 全く感 じない 1 :わずかに感じる 2 :かなり感じる 3 :強 く感じる

• 首 。 2 3 

左肩 。 2 3 右肩 。 2 3 

背部 。 2 3 

左上腕 。 2 3 右上腕 O 2 3 

左肘 ・前腕 O 2 3 肘 ・前腕 。 2 3 

腰部 。 2 3 

左手 ・手首 。 2 3 一寸-;，J |打下一 右手 ・手首 O 2 
3.  

りJ 、‘"

左腎部 ・大腿 。 2 3 右智部 ・大胆 O 2 3 

左膝 ・下腿 O 2 3 右膝 ・下腿 O 2 3 

左足 ・足首 O 2 3 右足 ・足首 O 2 3 
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日本産業衛生学会
産業疲労研究会規則

名称及び事務局
第1条 本会は、日本産業衛生学会産業疲労研

究会(以下、研究会とい う)と称する。
第2条本会の事務局は、世話人会の指定する

ところにおく。

目的及び事業
第3条 本研究会は、産業衛生の進歩をはかる

ことを目的として、つぎの事業を行う 。
(1)産業疲労に関する研究集会等の開催
(2)研究会報等の発行
(3)産業疲労に関する調査研究
(4)産業疲労に関する資料収集、編纂および

教育研修
(5)その他本研究会の目的達成上必要な事業

2. 研究集会は、原則として年 2回開催するこ
ととし、そのうち 1回は研究会総会を行う
ものとする。

会員および会費
第4条 研究会の会員は、日本産業衛生学会の

会員および本研究会の目的に賛同し研
究会活動に参加を希望する個人とする。

2. 本研究会の会員登録方法および退会につい
ては、別に定める。

第5条 会費については、別に定める。

世話人および世話人会
第6条研究会には、代表世話人、世話人、監

事の役員を置き、研究会の円滑な運営
をはかる。

2. 代表世話人は、世話人から互選による。
3. 代表世話人は、研究会務を統括する。
4. 監事は、代表世話人の指名によるものとす

る。
5. 代表世話人は、必要に応じて世話人会を招

集できる。
第7条 世話人の選出方法および人数について

は、別に定める。

会計
第8条 研究会の会計は、学会よりの助成金、

研究会費その他をもって充当する。
第9条 研究会の会計年度は、学会と同じく毎

年4月1日報告
第10条 つぎの事項は世話人会および研究会総

会での承認を経て、学会理事会に報告
するものとする。

(1)活動報告および収支決算
(2)役員氏名

(3)その他、世話人会及び研究会総会で必
要と認めた事項。

(附則)

1. 本規則の変更は、世話人会及び研究会総会
での承認を経て、学会理事会の承認を得る
ものとする。

2. 本規則は、 1998年4月1日より施行する。

研究会規則細則

会員登録及び退会について
1. 会員になろうとするものは、氏名、所属機

関、連絡先等の必要事項を明記して研究会
事務局に申し込まなければならない。

2. 研究会を退会しようとするものは、事務局
に申し出なければならない。会費未納者は、
会員の資格を喪失する。

会費について

1. 当面、通信費用として3年間1，500円とする。
ただし、会費期間の途中年度に入会する場
合は各年度毎500円とする。

世話人の選出について
1. 世話人は 5名以上とし、世話人会から推薦

され、研究会総会で承認されたものとする。
2. 世話人の任期は、 3年とし再任を妨げない。

(附則)
1. 細則の変更は、世話人会および研究会総会

での承認を必要とする。
2. 本細則は1999年 4月 1日より施行する。
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第8回作業条件チェックリスト研修会、
第61固定例研究会のご案内

本年度のチェクリスト研修会と第61回定例研究会は、京都にて2日間の日程で連
続開催する予定です。今回のような連続開催ははじめての企画になります。定例
研究会では、一般演題を企画しておりますので、日頃の研究成果や、問題提起な
ど、多くの方々に話題提供していただき、活発な議論の場にしたいと思います。

日程
12月12日(金)第8回チェックリスト研修会

場所、時間は未定です。

12月13日(土)第61固定例研究会
午前:一般演題発表 午後:特別講演

特別講演講師 河合隼雄文化庁長官

テーマ(仮): r日本の労働文化J'""-'日本人は、なぜ倒れるまで働くのか~

場所:京都国立近代美術館 1階会議室

一編集後記 -・・・・・・・岡田園圃・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・阻圃・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新世話人体制になって初めての会報発刊となりました。そこで「会員つ うしんj に変わって、新
世話人の自己紹介を掲載しました。なお、今回お休みした「会員つ うしん」は次号からまた掲載し
ていく予定です。会員の皆様からの投稿お待ちしております。会報について、何がご意見ございま
したら、事務局までご連絡ください。

事務局:干467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄 1
名古屋市立大学大学院医学研究科労働・生活・環境保健学分野

TEL:052-853-8171、FAX:052-859-1228
E-mail : eisei@med.nagoya-cu.ac.jp 
ホームページ:http://square.umin.ac.jp/of/ 

-・・圃・・・・田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・圃・・・圃・・・圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃固・・・圃圃圃・・・・・・・・・・・・・
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